
大 阪 市 水 道 局 工 事 検 査 基 準 

 

（平成21年３月31日局長決） 

（最近改正 令和６年11月28日管財課長決） 

 

 

（目 的） 

第１条 この基準は、大阪市水道局契約規程（昭和42年大阪市水道事業管理規程第7号。以下「契約規程」

という）第39条の２第５項及び第６項の規定に基づき、検査職員の補助者（技術検査職員の補助者を含む。

以下同じ。）が検査を行うにあたって必要な基準を定め、もって検査の円滑かつ適正な執行を図ることを

目的とする。 

 

（検査の内容） 

第２条 検査は、実地等において目視による確認及び計測、操作確認等の方法により、工事請負契約書、共

通仕様書（仕様書、特記仕様書を含む）及び設計書並びにその他関係書類に基づき、工事管理状況、出来

形、品質及び出来ばえについて行うものとする。 

 

（工事管理状況の検査） 

第３条 工事管理状況の検査は、工事請負契約書等の履行状況について、施工計画書及び工事施工状況の記

録（工事打ち合わせにかかる記録及び工事写真等をいう。）と図面、仕様書及び設計図書等（以下「設計

図書」という。）とを対比して行うものとする。 

 

（出来形の検査） 

第４条 出来形の検査は、設計図書と実地の位置、出来形寸法等を比較して行うものとする。ただし、外部

からの観察及び施工管理の状況を示す資料、工事写真等により、当該出来形の適否を判断することが困難

な場合は、工事請負契約書に定めるところにより、必要に応じて破壊して行うものとする。 

 

（品質の検査） 

第５条 品質の検査は、設計図書と実地、もしくはその状況がわかる写真等での観察、材料の品質試験成績

書及び検査成績書等を比較して行うものとする。ただし、外部からの観察及び品質管理の状況を示す資料、

工事写真等により、当該品質の適否を判断することが困難な場合は、工事請負契約書に定めるところによ

り、必要に応じ破壊して行うものとする。 

 

（出来ばえの検査） 

第６条 出来ばえの検査は、仕上げの状態、とおり、納まりの程度及び外観について、目視又は観察により

行うものとする。 

 

（一部完成及び部分払検査） 

第７条 一部完成及び部分払検査は、第２条から第６条を準用し、工事の出来高に関する資料と工事の進捗

状況を対比したうえ、一部完成検査においては工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを設計図書

で指定した部分について、部分払検査においては契約の既済部分について、工事完了や材料の購入確保が



なされているか確認を行うものとする。 

２ 一部完成及び部分払検査で確認した出来形部分等については、施工状況から再度の確認が必要な場合を

除き、完成検査時の確認を省略することができる。 

 

（清算検査） 

第８条 清算検査は、一部完成及び部分払検査に準じて行うものとする。 

 

 

  附 則（施行期日） 

この基準は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（施行期日） 

この基準は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（施行期日） 

この基準は、令和６年12月１日から施行する。 

 

 


